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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2024年６月21日に提出いたしました第55期（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）有価証券報告書の記載事

項の一部に修正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するもので

あります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

４　コーポレート・ガバナンスの状況等

（４）役員の報酬等

１．取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
第一部【企業情報】

第４【提出会社の状況】
４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（４）【役員の報酬等】

１．取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

 
＜訂正前＞

(省略)

ロ．取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する手続

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬の個人別報酬額については、取締役会決議に基づき代

表取締役社長 五藤学がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役（監査等委

員である取締役を除く。）の基本報酬及び業績連動報酬の金額の決定とする。

取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、代表取締役社長が作成した原案を指名報

酬委員会に諮問して答申を得るものとし、代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重し決定しなければならな

い。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の非金銭報酬（譲渡制限付株式）の具体的な支給時期及び配分に

ついては、指名報酬委員会に対する諮問及び答申を経て、取締役会において決定する。

監査等委員である取締役の報酬は、業務執行取締役の職務執行を監査・監督する立場を考慮して、個人別報酬

額については、監査等委員である取締役の協議によって定める。

 
ハ．個人別の報酬等の内容の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

①基本報酬（固定報酬）

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、同業他社や同規模企業の支給水準や従業員の給与水準

等を総合的に勘案して決定するものとする。

②業績連動報酬

当社の業務執行取締役の業績連動報酬は、中期経営計画達成のための重要な構成要素であり、事業年度ご

との業績向上に対する意識を高めるために適切な業績指標として連結営業利益を選択し、これを踏まえ、各

事業年度の業績及び役位等に基づき算出される額の業績連動報酬を算定し、原則として定時株主総会終結後

１ヶ月以内に支給する。

なお、かかる業績指標については、中期経営計画の内容及び当社の各事業年度における事業の状況等を総

合的に勘案し、指名報酬委員会に対する諮問及び答申を経て、取締役会の決議により変更することができる

ものとする。

(省略)
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＜訂正後＞

(省略)

ロ．取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する手続

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬の総額については、2024年６月20日開催の定時株主総

会において、年額480百万円以内と決議しました。個人別報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社

長 五藤学がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役（監査等委員である取

締役を除く。）の基本報酬及び業績連動報酬の金額の決定とする。

取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、代表取締役社長が作成した原案を指名報

酬委員会に諮問して答申を得るものとし、代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重し決定しなければならな

い。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の非金銭報酬（譲渡制限付株式）の具体的な支給時期及び配分に

ついては、指名報酬委員会に対する諮問及び答申を経て、取締役会において決定する。

監査等委員である取締役の報酬は、2021年６月25日開催の定時株主総会において、年額50百万円以内と決議

し、業務執行取締役の職務執行を監査・監督する立場を考慮して、個人別報酬額については、監査等委員である

取締役の協議によって定める。

 
ハ．個人別の報酬等の内容の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

①基本報酬（固定報酬）

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、同業他社や同規模企業の支給水準や従業員の給与水準

等を総合的に勘案して決定するものとする。

②業績連動報酬

当社の業務執行取締役の業績連動報酬は、中期経営計画達成のための重要な構成要素であり、事業年度ご

との業績向上に対する意識を高めるために連結営業利益を指標としており、以下の算式により算出する。ま

た、原則として定時株主総会終結後１ヶ月以内に支給する。

・連結営業利益　×　1％　×　役位に基づく係数

なお、かかる業績指標については、中期経営計画の内容及び当社の各事業年度における事業の状況等を総

合的に勘案し、指名報酬委員会に対する諮問及び答申を経て、取締役会の決議により変更することができる

ものとする。

(省略)
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